
 

東京都周産期医療協議会設置要綱  

 

（制  定）平成 ９年 ６月２３日付 ９衛 健 母第４２０号 
（一部改正）平成１０年 ６月 ５日付１０衛 健 母第２５６号 
（一部改正）平成１４年 ３月２６日付１３衛 健 母第６１７号 
（一部改正）平成１６年 ７月１５日付１６健 サ 子第５６２号 
（一部改正）平成１９年 ４月２０日付１９福保子医第 ３１号 
（一部改正）平成２０年 ３月１３日付１９福保子医第８６４号 
（一部改正）平成２０年１０月 ７日付２０福保医救第５２５号 
（一部改正）平成２０年１１月２１日付２０福保医救第７１０号 
（一部改正）平成２１年 ４月２３日付２１福保医救第 ５７号 
（一部改正）平成２３年 １月２７日付２２福保医救第８７９号 
（一部改正）平成２６年 ３月３１日付２５福保医救第１３６５号 

 

（設置） 

第１ 出産前の母体・胎児から新生児まで、東京都における周産期医療体制の整備、充実を図る

ことを目的に、東京都周産期医療協議会（以下「協議会」という。）を設置する。  

 

（所管事項） 

第２ 協議会は、次の事項について検討及び協議を行う。  

（１）周産期医療体制整備計画に関すること。 

（２）周産期医療体制（総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター及び周産

期連携病院等）の整備に関すること。  

（３）周産期搬送体制（県域を越えた搬送及び受入れを含む。）に関すること。  

（４）周産期医療情報システムに関すること。 

（５）周産期医療関係者に対する研修に関すること。  

（６）周産期医療体制に係る調査分析に関すること。  

（７）その他周産期医療体制の整備に関し必要な事項  

 

（構成） 

第３ 協議会は、次に掲げる者のうちから、福祉保健局長（以下「局長」という。）が委嘱し又は

任命する委員をもって構成する。 

（１）学識経験を有する者      ２名以内 

（２）保健医療機関・団体の代表   ４名以内 

（３）周産期医療施設の代表     ５名以内 

（４）行政機関の代表        ６名以内 

（５）医療を受ける側の代表     ２名以内 

 

（委員の任期） 

第４ 委員の任期は、委嘱又は任命の日から２年間とする。ただし、再任を妨げない。 

  なお、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

 

（会長） 

第５ 協議会に会長を置く。会長は、委員の互選により選任する。  

２ 会長は、協議会を代表し会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。  

 

資料 2 



 

（招集） 

第６ 協議会は、局長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことが

できる。 

 

（部会） 

第７ 協議会には、必要に応じ部会を置くことができる。  

２ 部会は、会長が委員の中から指名する者及び局長が委嘱又は任命する者をもって構成する。  

３ 部会に部会長を置く。部会長は、部会委員の互選により選出する。  

４ 部会は、部会長が招集する。 

５ 部会長は、部会を代表し会務を総理する。 

６ 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。  

 

（会議の公開等） 

第８ 会議及び会議に関する資料、会議録等（以下「会議録等」という。）は、原則として公開す

る。ただし、会長又は委員の発議により出席委員の過半数で決議したときは、会議又は会議

録等の全部又は一部を公開しないことができる。  

 

（庶務） 

第９ 協議会の庶務は、福祉保健局医療政策部救急災害医療課において処理する。 

 

（委員への謝礼の支払い） 

第１０ 第６による協議会への委員の出席及び会長に求められて会議に出席した委員以外の者に

対して謝礼を支払うこととする。  

    なお、月の初日から末日までに開催した委員会への出席に対する謝礼の総額を翌月の末

日までに支払うものとする。 

 

（補則） 

第１１ この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。  

 

 

 附  則 

 この要綱は、平成９年７月１日から施行する。  

この要綱は、平成１０年６月５日から施行する。 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成１６年８月１日から施行する。 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。  

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成２０年９月１日から適用する。  

 この要綱は、平成２０年１１月２１日から施行する。  

 この要綱は、平成２１年４月２３日から施行する。 

この要綱は、平成２３年２月１日から施行する。 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  


